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今週のことば

ドローンのレベル３.５飛行

国交省はドローン配送の事業化を推進す

るため、無人地帯での目視外飛行（レベル

３）において補助者や看板の配置などの条

件を緩和した「レベル３.５飛行」を新設。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 12／１１(月) 友引　源泉所得税の納付期限

 　　１２(火) 先負

 　　１３(水) 大安　旧暦１１月１日、臨時国会会期末

 　　１４(木) 赤口　ＥＵ首脳会議

 　　１５(金) 先勝　年賀郵便特別扱い開始

 　　１６(土) 友引　日ＡＳＥＡＮの特別首脳会議

 　　１７(日) 先負

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

12/ 4(月) 33,231 ▼201   146.95 △1.33

    5(火) 32,776 ▼455   146.83 △0.12

    6(水) 33,446 △670   146.96 ▼0.13

    7(木) 32,858 ▼588   145.67 △1.29

    8(金) 32,308 ▼550   144.08 △1.59

来年から使い勝手が向上する「相続時精算課税」

　令和６年以後の贈与から、相続時精算課税にも基

礎控除が創設されるなどの見直しが行われます。

◆現行の相続税精算課税は

　相続時精算課税は、原則として６０歳以上の父母・

祖父母などから１８歳以上の子・孫などが贈与を受け

る場合に暦年課税に代えて適用できる制度です（贈

与税の申告期限までに届出書の提出が必要）。

　本制度を選択した贈与者（特定贈与者）から受け

た贈与財産は累計２５００万円まで贈与税が非課税

（超過分には一律２０％の課税）となりますが、特定

贈与者が亡くなった際に本制度を適用したすべての

贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算するこ

とになります。

　本制度は贈与者ごとに選択することができますが、

選択した年分以降、特定贈与者からの贈与は暦年課

税（基礎控除１１０万円）に戻すことはできません。

また、現行では特定贈与者から贈与を受けた場合は

少額でも贈与税の申告をする必要があります。

◆令和６年から基礎控除などを創設

　改正により相続時精算課税についても年１１０万

円の基礎控除が創設され、令和６年１月以後に特定

贈与者（令和５年分以前に本制度を選択した場合も

含む）から贈与を受けた財産について適用されます。

　これにより、本制度を選択した特定贈与者からの

贈与が年１１０万円以下の場合は申告が不要となり

ます。また、特定贈与者が亡くなった際に基礎控除

分の贈与財産は相続財産に加算されません。

　このほか、特定贈与者から贈与を受けた土地又は

建物が災害によって一定の被害を受けた場合は相続

時に価額を再計算する特例も創設されます。

■ この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５４７

給与所得者で確定申告が必要となる方は

　令和５年分の所得税の確定申告期間は、令和６

年２月１６日～３月１５日までです。

　大部分の給与所得者は年末調整で所得税が精算

されるため、確定申告は必要ありませんが、給与

収入が２千万円超の方や、給与所得及び退職所得

以外の所得金額が合計２０万円超の方などは確定

申告をしなければなりません。

　また、確定申告の必要がない方でも、年末調整

では適用できない医療費控除や雑損控除、寄附金

控除、住宅ローン控除（初年分）など各種控除の

適用を受ける場合には還付申告をします。この還

付申告は確定申告期間に関係なく、１月から申告

書を提出できます。

来年から始まる新ＮＩＳＡを利用する場合は

　来年１月からＮＩＳＡ制度は、非課税投資枠の拡

大（年間３６０万円）や非課税保有期間の無期限化

など抜本的に拡充した新制度に変わります。

　本年末時点で現行の一般・つみたてＮＩＳＡ口座

を金融機関に開設している方は、新ＮＩＳＡ口座が

自動で開設されるため、金融機関を変更しない場合

は手続不要です（ジュニアＮＩＳＡ口座の方は１月

１日において１８歳である場合に自動で開設）。

　新たにＮＩＳＡを始める方は金融機関に「非課税

口座開設届出書」を提出するなど手続が必要です。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５４７                   ２０２３．１２．１１ 

令和 6 年から使い勝手が向上する「相続時精算課税」 

 令和 5 年度税制改正において、相続時精算課税に基礎控除を創設するなど使い勝手をよくするた

めの見直しが行われ、令和 6 年 1 月から適用されます。 

◆現行の相続時精算課税の概要 

 相続時精算課税制度は、原則として贈与の年の１月１日において 60 歳以上の父母又は祖父母な

どから、贈与を受けた年の 1 月 1 日において 18 歳以上（令和 4 年 3 月 31 日以前の贈与により

財産を取得した場合は 20 歳以上）であって贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫に対し、財

産を贈与した場合において暦年課税に代えて適用できる制度で、次のように贈与税・相続税を通じ

た課税を行います。 

 なお、相続時精算課税は受贈者が贈与者ごとに選択できますが、この制度を選択すると、その選

択に係る贈与者（特定贈与者）から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて

この制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。 

【贈与時】 

 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年分以後、特定贈与者から

1 年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額 2,500 万

円（前年以前において既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額）を控除した後の

金額に、一律 20 パーセントの税率を乗じて算出します。 

※暦年課税の基礎控除額 110 万円を控除することはできませんので、特定贈与者から贈与を受け

た財産の価額が 110 万円以下であっても、贈与の都度申告が必要となります。 

【相続時】 

 特定贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

の価額（贈与時の時価）と相続や遺贈により取得した財産の価額の合計金額を基に計算した相続税

額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。 

◎申告等の手続き 

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年 2 月

1 日から 3 月 15 日までの間（贈与税の申告書の提出期間）に納税地の所轄税務署長に対して「相

続時精算課税選択届出書」を受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本などの書類とともに贈与税

の申告書に添付して提出する必要があります。 

◆令和 6 年 1 月から適用される相続時精算課税の改正 

◎基礎控除の創設 

・相続時精算課税に特別控除額（2,500 万円）とは別に、特定贈与者から受けた贈与財産の価額

から年 110 万円を控除する基礎控除を創設します。 

・これにより、本制度適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が年 110

万円以下の場合は贈与税の申告が不要となります。 

・また、特定贈与者が亡くなった場合に相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は現行、本

制度適用後のすべての贈与財産が対象となりますが、改正後は基礎控除 110 万円を控除した後の

贈与財産が加算対象となります。 

・この改正は令和 6 年 1 月 1 日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について

適用します。 

◎土地又は建物の価額の特例の創設 

・本制度適用者が特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物が災害によって一定以上の被害

を受けた場合（土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限る）にお

いて、特定贈与者が亡くなった際に相続税の課税価格に加算する当該土地又は建物の価額は、贈与

時における価額から、災害による被災価額（被害額から保険金などにより補塡される金額を差し引

いた金額）を控除した残額とすることができます。 

・この特例の適用を受けるためには、原則として、その災害発生日から 3 年を経過する日までに、

災害による被害額や保険金などにより補塡される金額などの事項を記載した申請書に「り災証明

書」など一定の書類を添付して、その相続時精算課税適用者の贈与税の納税地の所轄税務署長に提

出し、承認を受ける必要があります。 

・この改正は、令和 6 年 1 月 1 日以後に生じた災害の被害を受けた場合について適用します。 


